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（補助の条件）

第２条 知事は、第１条の補助金（以下「補助金」という。）を交付する場

合において、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

� 省略

� 総合支援資金、福祉資金及び教育支援資金

の貸付

けの決定に当たつては、必要に応じて、関係行政機関の職員、社会福祉

協議会役員及び職員、民生委員 、医師、弁護士

、愛媛県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の委員、

学識経験者等をもつて構成する貸付審査等運営委員会に諮ること。

� 不動産担保型生活資金の貸付けの決定に当たつては、関係行政機関の

職員、社会福祉協議会役員及び職員、民生委員、医師、弁護士、不動産

鑑定士等をもつて構成する不動産担保型生活資金審査委員会に諮ること。

ただし、前号の貸付審査等運営委員会に諮ることをもつて代えることが

できるものとする。

� 別表第１から別表第３までに規定する貸付金に係る生活福祉資金貸付

事業（以下「総合支援資金等貸付事業」という。）及び

別表第４に規定する貸付金に係る生活福祉資金貸付事

業（以下「要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業」という。）

について、それぞれ特別会計を設けること。

（補助の条件）

第２条 知事は、第１条の補助金（以下「補助金」という。）を交付する場

合において、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

� 省略

� 更生資金（生業費に限る。）、福祉資金（住宅を増築し、改築し、拡

張し、補修し、保全し、又は公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２

条第２号に規定する公営住宅（以下「公営住宅」という。）を譲り受け

るのに必要な経費に係る福祉費に限る。）及び長期生活支援資金の貸付

けの決定に当たつては 、社会福祉

協議会役員及び職員、民生委員、関係行政機関の職員、医師、弁護士、

不動産鑑定士、愛媛県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の委員、

学識経験者等をもつて構成する貸付審査等運営委員会に諮ること。

� 別表第１及び別表第２ に規定する貸付金に係る生活福祉資金貸付

事業（以下「更生資金等貸付事業 」という。）、別表第３に規定する

貸付金に係る生活福祉資金貸付事業（以下「離職者支援資金貸付事業」

という。）並びに別表第４に規定する貸付金に係る生活福祉資金貸付事

業（以下「要保護世帯向け長期生活支援資金貸付事業 」という。）

について、それぞれ特別会計を設けること。
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� 総合支援資金等貸付事業又は要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸

付事業 を廃止したときは、別に定めるところにより、

補助金（事務費を除く。）を返還すること。

� 省略

（申請手続）

第３条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書

に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

�・� 省略

� 生活福祉資金欠損補てん金及び事務費支出予定書

�・� 省略

（報告書の提出）

第４条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、総合支援資金等貸付事業

及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 につ

いて、それぞれ事業年度ごとに貸付業務成績書、特別会計歳入歳出決算書、

事務費歳入歳出決算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出

しなければならない。

別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その他日常生

活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために就労支援、家計指

導等の継続的な相談支援並びに生活費及び一時的な資金を必要とし、貸

付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であつて、次のいずれにも

該当するものとする。

� 低所得世帯（資金の貸付けに併せて必要な支援を受けることにより

独立自活できると認められる世帯であつて、独立自活に必要な資金の

融通を他から受けることが困難であると認められるものをいう。以下

同じ。）であつて、収入の減少、失業等により生活に困窮し、日常生

活の維持が困難となつていること。

� 資金の貸付けを受けようとする者（以下この表において「借入申込

者」という。）の本人確認が可能であること。

� 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における

住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。

� 社会福祉協議会及び市の福祉事務所、公共職業安定所その他の関係

機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。

� 社会福祉協議会が貸付けを行い、及び市の福祉事務所、公共職業安

定所その他の関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活

を営めることが見込まれ、貸付金の償還が見込めること。

� 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付

又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができな

いこと。

２ 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置期間

� 更生資金等貸付事業、離職者支援資金貸付事業又は要保護世帯向け長

期生活支援資金貸付事業を廃止したときは、別に定めるところにより、

補助金（事務費を除く。）を返還すること。

� 省略

（申請手続）

第３条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、申請書

に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

�・� 省略

� 生活福祉資金欠損補てん金及び事務費支出予定書（離職者支援資金貸

付事業にあつては、生活福祉資金事務費支出予定書）

�・� 省略

（報告書の提出）

第４条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は、更正資金等貸付事業、離

職者支援資金貸付事業及び要保護世帯向け長期生活支援資金貸付事業につ

いて、それぞれ事業年度ごとに貸付業務成績書、特別会計歳入歳出決算書、

事務費歳入歳出決算書その他事業の実施状況に関する報告書を知事に提出

しなければならない。

別表第１（第２条関係）

生活福祉資金（長期生活支援資金、離職者支援資金及び要保護世帯向け

長期生活支援資金を除く。）の貸付基準

� 貸付対象

１ 更生資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げるものとする。

ア 低所得世帯（資金の貸付けに併せて必要な援助及び指導を受ける

ことにより独立自活できると認められる世帯であつて、独立自活に

必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるも

のをいう。以下この表において同じ。）

イ 障害者世帯（２イに規定する障害者の属する世帯をいう。）

２ 福祉資金及び療養・介護等資金の貸付けの対象となる世帯は、次に

掲げるものとする。

ア 低所得世帯

イ 障害者世帯（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（以下この表におい

て「身体障害者」という。）、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日

付け厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）の定めるところにより

療育手帳の交付を受けている者（療養・介護等資金（介護等費に限

る。）にあつては、これと同程度と認められる者を含む。）又は精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第

４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

（療養・介護等資金（介護等費に限る。）にあつては、これと同程

度と認められる者を含む。）（以下この表においてこれらの者を「障

害者」という。）の属する世帯をいう。以下この表において同じ。）

ウ 高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する６５歳以上の高齢者

（以下「高齢者」という。）の属する世帯をいう。以下この表にお

いて同じ。）

３ 修学資金、緊急小口資金及び災害援護資金の貸付けの対象となる世

帯は、低所得世帯とする。

４ 自立支援対応資金の貸付けの対象となる世帯は、低所得者世帯、障

害者世帯又は高齢者世帯であつて、自立支援プラン（セーフティネッ

ト支援対策等事業の実施について（平成１７年３月３１日付け社援発第０３３１０２１

号厚生労働省社会・援護局長通知）に規定する自立支援プランをいう。）

に基づき継続的な支援を受けるものとする。

� 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置期間

貸付金の
種類

対象経費 区分 限度額

償還期
間（据
置期間
を除く。）

据置期
間

１ 生活

支援費

生活再建

までの間

に必要な

生活費用

２人

以上

の世

帯

月額２００，０００

円以内（貸付

金を交付する

期間（以下こ

の表において

「貸付期間」

という。）は、

２０年以

内

最終貸

付日か

ら６月

以内
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３ 貸付利子

連帯保証人を立てる場合にあつては無利子とし、連帯保証人を立てな

い場合にあつては据置期間経過後年１．５パーセントとする。

１２月以内。た

だし、当該期

間内であつて

も、資金の貸

付けを受けた

者（以下この

表において

「借受人」と

いう。）が自

立した生活を

営むことが可

能となつた場

合には、貸付

けを行わない

ものとする。）

単身

世帯

月額１５０，０００

円以内（貸付

期間は、１２月

以内。ただし、

当該期間内で

あつても、借

受人が自立し

た生活を営む

ことが可能と

なつた場合に

は、貸付けを

行わないもの

とする。）

２ 住宅

入居費

敷金、礼

金等住宅

の賃貸借

契約を結

ぶために

必要な費

用

４００，０００円以

内

同上 ６月以

内。た

だし、

生活支

援費と

併せて

貸し付

けてい

る場合

にあつ

ては、

生活支

援費の

最終貸

付日か

ら６月

以内

３ 一時

生活再

建費

生活を再

建するた

めに一時

的に必要

かつ日常

生活費で

賄うこと

が困難で

ある費用

６００，０００円以

内

同上 同上

貸付金の
種類

対象経費 区分 限度額

償還期
間（据
置期間
を除く。）

据置期
間

１

更

生

資

金

� 生

業費

低所得世帯に

属する者又は

障害者が生業

を営むのに必

要な経費

２，８００，

０００円

以内。

ただし、

障害者

世帯に

あつて

は、４，

６００，００

０円以

内

７年以

内。た

だし、

障害者

世帯に

あつて

は、９

年以内

１年以

内。た

だし、

障害者

世帯に

あつて

は、１

年６月

以内

� 技

能習

得費

低所得世帯に

属する者又は

障害者が生業

を営み、又は

就職するため

に必要な知識

及び技能を習

得するのに必

要な経費並び

に知識及び技

能を習得する

期 間（以 下

「習得期間」

という。）中

の生計を維持

するために必

要な経費

習得期

間が６

月を超

えない

場合

１，１００，

０００円

以内。

ただし、

障害者

世帯に

あつて

は、１，

３００，００

０円以

内

８年以

内

習得期

間満了

後６月

以内

習得期

間が６

月を超

える場

合（法

令等に

おいて、

習得期

間を６

月以上

と定め

ている

場合に

限る。）

上欄に

掲げる

額のほ

か、６

月を超

え３年

以内の

期間に

つき月

額１５０，

０００円

以内

２

福

祉

資

金

� 福

祉費

ア 結婚、出

産及び葬祭

に際し必要

な経費

イ 機能回復

訓練器具及

び日常生活

の便宜を図

るための用

具の購入等

を行うのに

必要な経費

ウ 住居の移

転等に際し

必要な経費

及び給排水

設備、電気

設備又は暖

房設備を設

けるのに必

要な経費

５００，００

０円以

内。た

だし、

住宅を

増築し、

改築し、

拡張し、

補修し、

保全し、

又は公

営住宅

を譲り

受ける

のに必

要な場

合にあ

つては、

２，５００，

０００円

以内

３年以

内。た

だし、

住宅を

増築し、

改築し、

拡張し、

補修し、

保全し、

又は公

営住宅

を譲り

受ける

のに必

要な貸

付けに

あつて

は、７

年以内

６月以

内
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４ 貸付けの特例

知事が特に必要と認める場合において貸付金の限度額、償還期間、据

置期間及び利率につき特別の定めをしたときは、これによつて貸付けを

行うものとする。

５ 貸付方法

原則として、生活支援費については月ぎめの方法により、住宅入居費

については一括の方法により、一時生活再建費については一括又は分割

若しくは月ぎめの方法によるものとする。

６ 償還方法

年賦、半年賦又は月賦とする。

７ 連帯保証人

� 借入申込者は、原則として連帯保証人１人を立てるものとする。こ

の場合において、借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込

者の連帯保証人となることはできない。

� 連帯保証人は、借受人と別世帯に属する者であつて、原則として県

内に居住する者とする。ただし、貸付対象世帯の状況から県内に居住

する連帯保証人が得られない場合は、この限りでない。

８ 延滞利子

� 借受人が、定められた償還期限までに貸付元利金（貸付金及びその

利子を合計した金額をいう。以下この表において同じ。）を支払わな

かつたときは、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、

その延滞した元金につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利

子を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わなかつたことにつ

き、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、この限

りでない。

� �の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用

に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しな

いことができる。

９ 貸付金の償還猶予

� 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事由のた

め、定められた償還期限までに貸付元利金を支払うことが著しく困難

になつたと認められるときは、借受人又は連帯保証人の申請に基づき

貸付元利金の支払を猶予することができる。

� 貸付元利金の支払を猶予した場合であつても、借受人が仮差押え、

仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は破産手続開

始若しくは民事再生手続開始（以下「破産手続開始等」という。）の

申立てを受け、又は破産手続開始等の申立てをしたときその他必要が

あると認めるときは、支払の猶予を取り消すことができる。

１０ 償還免除

借受人の死亡その他やむを得ない事由により貸付元利金（延滞利子を

含む。）を支払うことができなくなつたと認められるときは、貸付元利

金（延滞利子を含む。）の償還未済額の全部又は一部の支払を免除する

ことができる。

エ 住宅を増

築し、改築

し、拡張し、

補修し、保

全し、又は

公営住宅を

譲り受ける

のに必要な

経費

オ 低所得世

帯に属する

者又は障害

者が就職又

は技能を習

得するため

に必要な支

度をする経

費（以 下

「支度費」

という。）

カ アからオ

までに掲げ

るもののほ

か、帰省用

費用、年金

の掛金等低

所得世帯の

日常生活上

一時的に必

要であると

認められる

経費

� 障

害者

等福

祉用

具購

入費

障害者又は高

齢者が日常生

活の便宜を図

るための高額

な福祉用具等

の購入等に特

に必要な経費

１，７００，

０００円

以内

８年以

内

同上

� 障

害者

自動

車購

入費

障害者が自動

車運転免許を

取得した場合

であつて、当

該障害者自ら

が運転する自

動車又は障害

者と生計を同

一にする者が、

専ら当該障害

者の日常生活

の便宜若しく

は社会参加の

促進を図るた

めに運転する

自動車の購入

を行うのに必

要な経費

２，５００，

０００円

以内

同上 同上
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� 中

国残

留邦

人等

国民

年金

追納

費

中国残留邦人

等の円滑な帰

国の促進及び

永住帰国後の

自立の支援に

関する法律施

行令（平成８

年政令第１８号）

第９条の規定

に基づき、国

民年金の旧保

険料免除期間

又は新保険料

免除期間とみ

なされた期間

を有する者が、

当該期間につ

いて保険料の

追納を行う場

合において、

当該追納に要

する経費

４，７０４，

０００円

以内

１０年以

内

同上

３

修

学

資

金

� 修

学費

高等学校（学

校教育法（昭

和２２年法律第

２６号。以 下

「法」と い

う。）に規定

する高等学校

並びに中等教

育学校の後期

課程又は特別

支援学校の高

等部及び専修

学校の高等課

程をいう。以

下同じ。）、大

学（法に規定

する大学及び

専修学校の専

門課程をいう。

以下同じ。）

又は高等専門

学校（法に規

定する高等専

門学校をいう。

以下同じ。）

に就学するの

に必要な経費

高等学

校に就

学する

者

月額３５

，０００円

以内

２０年以

内

学校卒

業後６

月以内

高等専

門学校

に就学

する者

月額６０

，０００円

以内

短期大

学（法

に規定

する短

期大学

及び専

修学校

の専門

課程を

いう。

以下同

じ。）

に就学

する者

同上

大 学

（短期

大学を

除く。）

に就学

する者

月額６５

，０００円

以内

� 就

学支

度費

高等学校、大

学又は高等専

門学校への入

学に際し必要

な経費

５００，００

０円以

内

同上 同上
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４

療

養

・

介

護

等

資

金

� 療

養費

低所得世帯に

属する者及び

高齢者の負傷

又は疾病の療

養に必要な経

費（当該療養

に必要な経費

のうち、１年

（特に必要と

認められる場

合は、１年６

月）以内の期

間に係るもの

に限る。）及

び負傷又は疾

病の療養をし

ている期間

（以下「療養

期 間」と い

う。）中の生

計を維持する

ために必要な

経費

療養期

間が１

年を超

えない

場合

１，７００，

０００円

以内

５年以

内

６月以

内

療養期

間が１

年を超

え１年

６月以

内の場

合

２，３００，

０００円

以内

� 介

護等

費

低所得世帯に

属する者、障

害者及び高齢

者が介護保険

法（平成９年

法律第１２３号）

による介護給

付（同法によ

る予防給付を

含む。以下同

じ。）の対象

となる介護

サービスを受

けるのに必要

な経費（当該

介護サービス

を受けるのに

必要な経費の

う ち、 １ 年

（特に必要と

認められる場

合は、１年６

月）以内の期

間に係るもの

に限る。）、

障害者自立支

援法（平成１７

年法律第１２３

号）の対象と

なる障害福祉

サービス若し

くは自立支援

医療の受給又

は補装具の購

入若しくは修

介護サ

ービス

受給期

間又は

障害福

祉サー

ビス等

受給期

間が１

年を超

えない

場合

１，７００，

０００円

以内

同上 同上

介護サ

ービス

受給期

間又は

障害福

祉サー

ビス等

受給期

間が１

年を超

え１年

６月以

内の場

合

２，３００，

０００円

以内
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理（以下「障

害福祉サービ

ス 等」と い

う。）のため

に必要な経費

（当該障害福

祉サービス等

を受けるのに

必要な経費の

う ち、１年

（特に必要と

認められる場

合は、１年６

月）以内の期

間に係るもの

に限る。）及

び介護給付の

対象となる介

護サービスを

受ける期間

（以下「介護

サービス受給

期 間」と い

う。）中又は

障害福祉サー

ビス等を受け

る期間（以下

「障 害 福 祉

サービス等受

給期間」とい

う。）中の生

計を維持する

ために必要な

経費

５ 緊急小

口資金

次に掲げる

緊急的かつ一

時的に生計の

維持が困難と

なつた場合に

必要な経費

� 医療費又

は介護費の

支払等臨時

の生活費が

必要なとき。

� 給与等の

盗難又は紛

失によつて

生活費が必

要なとき。

� 火災等被

災によつて

生活費が必

要なとき。

� その他前

３号に掲げ

るものと同

等のやむを

得ない事由

によるとき。

１００，００

０円以

内

４月以

内。た

だし、

５０，０００

円を超

える貸

付けに

あつて

は、８

月以内

２月以

内
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別表第２（第２条関係）

福祉資金及び教育支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

� 償還方法

年賦、半年賦又は月賦とする。

� 貸付利子

据置期間後年３パーセントとする。ただし、修学資金及び療養・介護

等資金の貸付金については、無利子とする。

� 延滞利子

１ 貸付金の貸付を受けた者が、支払期日までに償還金を支払わなかつ

たときは、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞し

た元金につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収す

る。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむ

を得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

２ １により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用に満た

ないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないこと

ができる。

� 償還金の支払猶予

借受人が次のいずれかに該当する場合には、借受人の申請に基づき借

受人に対し償還金の支払を猶予することができる。この場合において、

猶予された期間に係る貸付金の利子は、徴収しないものとする。

� 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事情のた

め、定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難に

なつたと認められる場合

� 修学資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けによ

り入学又は修学をした者が第２号の表修学資金の項対象経費の欄に規

定する高等学校、大学又は高等専門学校に就学している場合

� 償還金の支払免除

借受人の死亡その他やむを得ない事情により貸付金を償還することが

できなくなつたと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又

は一部の支払を免除することができる。

� 貸付けの特例

知事が特に必要と認める場合において貸付金の限度額、償還期間、据

置期間及び利率につき特別の定めをしたときは、これによつて貸付けを

行うものとする。

	 連帯保証人

１ 資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人１人以上を立てるも

のとする。

２ １にかかわらず、連帯債務を負担する借受人（以下「連帯借受人」

という。）がいるときは、原則として連帯保証人を必要としない。た

だし、社会福祉協議会会長（以下「社協会長」という。）が特に必要

と認める場合は、連帯保証人を立てるものとする。

３ １及び２ただし書にかかわらず、緊急小口資金の貸付けを受けよう

とする者は、連帯保証人を必要としない。

別表第２（第２条関係）

長期生活支援資金の貸付基準


 貸付対象

６ 災害援

護資金

災害を受けた

ことによる困

窮から自立更

生するのに必

要な経費

１，５００，

０００円

以内

７年以

内

１年以

内

７ 自立支

援対応資

金

自立支援プラ

ン実行中に必

要な経費

月額１０

０，０００

円以内

同上 ２月以

内
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� 福祉資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げるものとする。

ア 低所得世帯

イ 障害者世帯（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱

（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）の

定めるところにより療育手帳の交付を受けている者（現に障害者自

立支援法（平成１７年法律第１２３号）によるサービスを利用している

者その他これと同程度と認められる者を含む。）又は精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規

定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（現に障害

者自立支援法によるサービスを利用している者その他これと同程度

と認められる者を含む。）の属する世帯をいう。）

ウ 高齢者世帯（６５歳以上の高齢者の属する世帯をいう。以下同じ。）

であつて、日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯

� 教育支援資金の貸付けの対象となる世帯は、低所得世帯とする。

２ 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置期間

資金の貸付けの対象となる世帯は、次のいずれにも該当するものとす

る。

ア 資金の貸付けを受けようとする者（以下この表において「借入申込

者」という。）が単独で所有している不動産（同居の配偶者が連帯借

受人となる場合は、配偶者と共有している不動産を含む。）に居住し

ている世帯であること。

イ 借入申込者が居住している不動産に賃借権その他の使用及び収益を

目的とする権利又は抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

ウ 借入申込者が居住している不動産に配偶者又は借入申込者若しくは

配偶者の親以外の同居人がいないこと。

エ 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として６５歳以上であること。

オ 借入申込者の属する世帯が地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による市町村民税が課されていない程度の低所得世帯であること。

� 貸付期間

貸付元利金（貸付金及びその利子を合計した金額をいう。以下この表

において同じ。）が貸付限度額に達するまでの期間とする。

� 貸付限度額

借入申込者が現に居住している建物及び土地（以下この表において

「本件不動産」という。）のうち、土地（以下「本件土地」という。）の

評価額に基づき定める額とする。ただし、１月当たりの貸付額は、原則

として３０万円以内とする。

� 貸付方法

原則として３月ごとに交付する。

� 貸付元利金の償還期限

資金の貸付けに係る契約（以下この表において「貸付契約」という。）

の終了時とする。

� 貸付利子

１ 各単位期間（初回の貸付金の交付日の属する月から起算して３６月ご

との期間をいう。以下この表において同じ。）中の貸付金の総額ごと

に、当該単位期間の最終日（当該単位期間の途中で貸付けを停止した

場合は、当該貸付けの停止の日）の翌日から当該貸付金の償還期限ま

での間の日数に応じ、計算して付するものとする。

２ 貸付利率は、年度ごとに、年３パーセント又は当該年度の４月１日

（その日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日）における銀行

の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定める率とする。

� 延滞利子

１ 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」という。）

が定められた償還期限までに償還金を支払わなかつたときは、当該償

還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した元金につ

き年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、

当該償還期限までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない

事情があると認められるとき、及び償還のためにする本件不動産の換

価に日時を要すると認められるときは、この限りでない。

２ １により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用に満た

ないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないこと

ができる。

� 償還の担保措置

１ 借入申込者は、社会福祉協議会のために本件不動産に根抵当権を設

定し、登記をするものとする。

２ 借入申込者は、本件不動産に関し代物弁済の予約に応じ、所有権移

転請求権保全のための仮登記をするものとする。

３ 借入申込者は、その推定相続人の中から連帯保証人１人を立てるも

のとする。

貸付金の
種類

対象経費 区分 限度額

償還期
間（据
置期間
を除く。）

据置期
間

１

福

祉

資

金

� 福

祉費

日常生活を

送る上で、

又は自立生

活に資する

ために、一

時的に必要

であると見

込まれる費

用

５，８００，００

０円以内。

な お、資

金目的に

応じた貸

付上限額

の目安は、

別に定め

るものと

する。

２０年以

内

６月以

内。た

だし、

分割に

よる交

付の場

合にあ

つては、

最終貸

付日か

ら６月

以内

� 緊

急小

口資

金

次に掲げる

事由により

緊急かつ一

時的に生計

の維持が困

難となつた

場合に必要

な費用

ア 医療費

又は介護

費の支払

等臨時の

生活費が

必要なと

き。

イ 給与等

の盗難又

は紛失に

よつて生

活費が必

要なとき。

１００，０００

円以内

８月以

内

２月以

内
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３ 貸付利子

� 福祉費の貸付金については、連帯保証人を立てる場合にあつては無

利子とし、連帯保証人を立てない場合にあつては据置期間経過後年１．５

パーセントとする。

４ 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担する。

５ 連帯保証人の責任は、借入申込者が本件不動産に設定した根抵当権

の極度額を限度とする。

６ 借入申込者は、貸付契約を締結することに関し、その連帯保証人以

外の推定相続人の同意を得るよう努めるものとする。

� 土地の再評価

１ 社協会長は、単位期間ごとに本件土地の再評価を行うものとする。

２ 社協会長は、滅失、損壊その他の事由によつて本件土地の価値が著

しく減少したおそれがあると認めるときは、本件土地の再評価を行う

ものとする。

３ 社協会長は、１及び２により本件土地の再評価を行つた場合におい

て、必要があると認めるときは、借受人に対し、貸付限度額の変更を

求めるものとする。

� 契約の終了

貸付契約は、次のいずれかに該当するときに終了するものとする。た

だし、�の規定に基づく貸付契約の承継が行われた場合は、この限りで

ない。

１ 借受人（連帯借受人がいる場合は、借受人及び連帯借受人）が死亡

したとき。

２ 社協会長が貸付契約を解約したとき。

３ 借受人が貸付契約を解約したとき。

� 貸付契約の承継

１ 借受人が死亡した場合であつて、次のいずれにも該当するときは、

借受人の配偶者は、借受人の死亡後３月内に限り、社協会長に対し貸

付契約の承継を申し出ることができる。

ア 当該配偶者が従来借受人と同居していたこと。

イ 当該配偶者が本件不動産を単独で相続し、及び本件不動産に係る

所有権移転登記をしていること。

ウ 当該配偶者が本件不動産に引き続いて居住する予定であること。

エ 借受人に係る貸付元利金が、２の規定に基づく本件土地の再評価

による評価額により算定した貸付限度額に達していないこと。

２ 社協会長は、貸付契約の承継の申出があつたときは、本件土地の再

評価を行うものとする。

３ 貸付契約の承継に当たつては、配偶者は、�の規定の例により、償

還の担保措置を講じるものとする。

� 償還金の支払猶予

１ 借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定められた償還期限

までに償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、

借受人又は連帯保証人の申請に基づき借受人又は連帯保証人に対し償

還金の支払を猶予することができる。

２ 借受人が死亡した場合であつて、その配偶者から承継の申出があつ

たときは、貸付契約の承継の決定をするまでの間、当該配偶者の申請

に基づき償還金の支払を猶予することができる。

３ 償還金の支払を猶予した場合であつても、借受人が仮差押え、仮処

分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は破産手続開始若

しくは再生手続開始（以下「破産手続開始等」という。）の申立てを

受け、又は破産手続開始等の申立てをしたときその他必要があると認

めるときは、支払の猶予を取り消すことができる。

� 償還金の支払免除

やむを得ない理由により償還金を支払うことができなくなつたと認め

られるときは、当該償還金の償還未済額の全部又は一部の支払を免除す

ることができる。

ウ 火災等

被災によ

つて生活

費が必要

なとき。

エ その他

アからウ

までに掲

げる事由

と同等の

やむを得

ない事由

によると

き。

２

教

育

支

援

資

金

� 教

育支

援費

高 等 学 校

（学校教育

法（昭和２２

年法律第２６

号。以 下

「法」とい

う。）に 規

定する高等

学校並びに

中等教育学

校の後期課

程又は特別

支援学校の

高等部及び

専修学校の

高等課程を

いう。以下

同じ。）、大

学（法に規

定する大学

及び専修学

校の専門課

程をいう。

以下同じ。）

又は高等専

門学校（法

に規定する

高等専門学

校をいう。

以下同じ。）

に就学する

のに必要な

経費

高等学

校に就

学する

者

月額３５，０

００円以内

２０年以

内

学校卒

業後６

月以内

高等専

門学校

に就学

する者

月額６０，０

００円以内

短期大

学（法

に規定

する短

期大学

及び専

修学校

の専門

課程を

いう。

以下同

じ。）

に就学

する者

同上

大 学

（短期

大学を

除く。）

に就学

する者

月額６５，０

００円以内

� 就

学支

度費

高等学校、

大学又は高

等専門学校

への入学に

際し必要な

経費

５００，０００

円以内

同上 同上
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� 緊急小口資金及び教育支援資金の貸付金については、無利子とする。

４ 貸付けの特例

知事が特に必要と認める場合において貸付金の限度額、償還期間、据

置期間及び利率につき特別の定めをしたときは、これによつて貸付けを

行うものとする。

５ 貸付方法

貸付金の交付は、一括、分割又は月ぎめの方法によるものとする。

６ 償還方法

年賦、半年賦又は月賦とする。

７ 連帯保証人

� 資金の貸付けを受けようとする者（以下この表において「借入申込

者」という。）は、原則として連帯保証人１人を立てるものとする。

この場合において、資金の貸付けを受けた者（以下この表において

「借受人」という。）又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者

の連帯保証人となることはできない。

� �の規定にかかわらず、連帯借受人（連帯債務を負担する借受人を

いう。）がいるときは、原則として連帯保証人を必要としない。

� 連帯保証人は、借受人と別世帯に属する者であつて、原則として県

内に居住する者とする。ただし、貸付対象世帯の状況から県内に居住

する連帯保証人が得られない場合は、この限りでない。

� �の規定にかかわらず、緊急小口資金の貸付けを受けようとする者

は、連帯保証人を必要としない。

８ 延滞利子

� 借受人が、定められた償還期限までに貸付元利金（貸付金及びその

利子を合計した金額をいう。以下この表において同じ。）を支払わな

かつたときは、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、

その延滞した元金につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利

子を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わなかつたことにつ

き、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、この限

りでない。

� �の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用

に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しな

いことができる。

９ 貸付金の償還猶予

� 借受人が次のいずれかに該当する場合には、借受人又は連帯保証人

の申請に基づき貸付元利金の支払を猶予することができる。

ア 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事由の

ため、定められた償還期限までに貸付元利金を支払うことが著しく

困難になつたと認められる場合

イ 教育支援資金に係る貸付金の償還期日において、当該資金の貸付

けにより入学又は就学をした者が２の表教育支援資金の項対象経費

の欄に規定する高等学校、大学又は高等専門学校に就学している場

合

� 貸付元利金の支払を猶予した場合であつても、借受人が破産手続開

始等の申立てを受け、又は破産手続開始等の申立てをしたときその他

必要があると認めるときは、支払の猶予を取り消すことができる。

１０ 償還免除

借受人の死亡その他やむを得ない事由により貸付元利金（延滞利子を

含む。）を支払うことができなくなつたと認められるときは、貸付元利

金（延滞利子を含む。）の償還未済額の全部又は一部の支払を免除する

ことができる。

� 費用負担

本件土地の評価（再評価を含む。）、担保物権の登記、本件不動産の処

分その他の契約費用は、借受人が負担するものとする。
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別表第３（第２条関係）

不動産担保型生活資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、一定の居住用不動産を有し、将来

にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であつて、次

のいずれにも該当するものとする。

� 資金の貸付けを受けようとする者（以下この表において「借入申込

者」という。）が単独で所有している居住用不動産（同居の配偶者と

ともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合は、当該配偶者と

共有している不動産を含む。以下この表において同じ。）に居住して

いる世帯であること。

� 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵

当権等の担保権が設定されていないこと。

� 借入申込者が所有している居住用不動産に配偶者又は借入申込者若

しくは当該配偶者の親以外の同居人がいないこと。

� 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として６５歳以上であること。

� 借入申込者の属する世帯が地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による市町村民税が課されていない程度の低所得世帯であること。

２ 貸付限度額

借入申込者が現に居住している建物及び土地のうち、土地（以下この

表において「本件土地」という。）の評価額の７割を標準として社会福

祉協議会会長（以下「社協会長」という。）が定める額とする。ただし、

１月当たりの貸付額は、３０万円以内とする。

３ 貸付金の償還期限

４に規定する据置期間の終了時とする。

４ 貸付金の据置期間

資金の貸付けに係る契約（以下この表において「貸付契約」という。）

の終了後３月以内とする。

５ 貸付利子

� 各単位期間（初回の貸付金の交付日の属する月から起算して３６月ご

との期間をいう。）中の貸付金の総額ごとに、当該単位期間の最終日

（当該単位期間の途中で貸付けを停止した場合は、当該貸付けの停止

の日）の翌日から当該貸付金の償還期限までの間の日数に応じ、計算

して付するものとする。

� 貸付利率は、年度ごとに、年３パーセント又は当該年度の４月１日

（その日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日）における銀行

の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定める率とする。

６ 貸付けの特例

知事が特に必要と認める場合において貸付限度額、償還期限、据置期

間及び貸付利率につき特別の定めをしたときは、これによつて貸付けを

行うものとする。

７ 貸付方法

貸付金を交付する期間は、貸付元利金（貸付金及びその利子を合計し

た金額をいう。以下この表において同じ。）が貸付限度額に達するまで

の期間とし、原則として３月ごとに交付する。

８ 延滞利子

� 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」という。）

が定められた償還期限までに貸付元利金を支払わなかつたときは、当

該償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した元金

につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。た

だし、当該償還期限までに支払わなかつたことにつき、災害その他や

むを得ない事由があると認められるとき、及び償還のためにする居住

用不動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りでない。

別表第３（第２条関係）

離職者支援資金の貸付基準

� 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、生計中心者の失業により生計の維

持が困難となつた世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。

ア 当該生計中心者が就労することが可能な状態にあり、求職活動等仕

事に就く努力をしていること。

イ 当該生計中心者が就労することにより世帯の自立が見込めること。

ウ 当該生計中心者が離職の日から２年（特別の場合は、３年）を超え

ていないこと。

エ 当該生計中心者が雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定によ

る求職者給付（同法第１０条第３項に規定するものを除く。）を受給中

でないこと。

� 貸付期間

貸付けを希望する月から１２月以内の期間とする。ただし、生計中心者

が就職した場合には、当該就職した日の属する月の翌々月以降は、貸付

けを行わないものとする。

� 貸付限度額

月額２０万円とする。ただし、単身世帯にあつては、月額１０万円とする。

� 貸付方法

原則として毎月交付する。

� 貸付金の償還期限

据置期間経過後７年以内とする。

� 据置期間

貸付期間終了後１２月以内とする。

� 償還方法月賦とする。

� 貸付利子

据置期間経過後年３パーセントとする。

	 延滞利子

１ 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」という。）

が定められた償還期限までに償還金を支払わなかつたときは、当該償

還期限の翌月の初日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した元

金につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。

ただし、当該償還期限までに支払わないことにつき、災害その他やむ

を得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

２ １により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用に満た

ないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないこと

ができる。


 償還金の支払猶予借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定め

られた償還期限までに償還金を支払うことが著しく困難になつたと認め

られるときは、借受人の申請に基づき借受人に対し償還金の支払を猶予

することができる。この場合において、猶予された期間に係る貸付金の

利子は、徴収しないものとする。

� 償還金の支払免除

借受人の死亡その他やむを得ない事情により償還金を支払うことがで

きなくなつたと認められるときは、当該償還金の償還未済額の全部又は

一部の支払を免除することができる。

� 連帯保証人

１ 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人１人を立てるもの

とする。ただし、借入れの予定総額が１２０万円を超える場合であつて、

連帯保証人になろうとする者が次のいずれにも該当するときは、２人

とする。この場合においては、原則として他の借受人の連帯保証人と

なつている者を連帯保証人とすることはできない。
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� �の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用

に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しな

いことができる。

９ 貸付金の償還猶予

� 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事由のた

め、定められた償還期限までに貸付元利金を支払うことが著しく困難

になつたと認められるときは、借受人又は連帯保証人の申請に基づき

貸付元利金の支払を猶予することができる。

� 借受人が死亡した場合であつて、その配偶者から承継の申出があつ

たときは、貸付契約の承継を決定するまでの間、当該配偶者の申請に

基づき貸付元利金の支払を猶予することができる。

� 貸付元利金の支払を猶予した場合であつても、借受人が破産手続開

始等の申立てを受け、又は破産手続開始等の申立てをしたときその他

必要があると認めるときは、支払の猶予を取り消すことができる。

１０ 償還免除

借受人の死亡その他やむを得ない事由により貸付元利金（延滞利子を

含む。）を支払うことができなくなつたと認められるときは、貸付元利

金（延滞利子を含む。）の償還未済額の全部又は一部の支払を免除する

ことができる。

１１ 償還の担保措置

� 借入申込者は、社会福祉協議会のために、その所有している居住用

不動産に根抵当権を設定し、登記をするものとする。

� 借入申込者は、その所有している居住用不動産に関し代物弁済の予

約に応じ、所有権移転請求権保全のための仮登記をするものとする。

� 借入申込者は、その推定相続人（借入申込者の相続が開始した場合

に相続人となるべき者をいう。以下この表において同じ。）の中から

連帯保証人１人を立てるものとする。

� 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担する。

� 連帯保証人の責任は、借入申込者が居住用不動産に設定した根抵当

権の極度額を限度とする。

� 借入申込者は、貸付契約を締結することに関し、その連帯保証人以

外の推定相続人の同意を得るよう努めるものとする。契約期間中に借

受人に新たな推定相続人が生じた場合も、同様とする。

１２ 土地の再評価

� 社協会長は、単位期間ごとに本件土地の再評価を行うものとする。

� �の規定にかかわらず、社協会長は、滅失、損壊その他の事由によ

つて本件土地の価値が著しく減少したおそれがあると認めるときは、

本件土地の再評価を行うものとする。

� 社協会長は、�又は�の規定により本件土地の再評価を行つた場合

において、必要があると認めるときは、借受人に対し、貸付限度額の

変更を求めるものとする。

１３ 契約の終了

貸付契約は、次のいずれかに該当したときに終了するものとする。た

だし、１４の規定に基づく貸付契約の承継が行われた場合は、この限りで

ない。

� 借受人（連帯債務を負担する借受人（以下この表において「連帯借

受人」という。）がいる場合は、借受人及び連帯借受人）が死亡した

とき。

� 社協会長が貸付契約を解約したとき。

� 借受人が貸付契約を解約したとき。

１４ 貸付契約の承継

� 借受人が死亡した場合であつて、次のいずれにも該当するときは、

借受人の配偶者は、社協会長と貸付金の承継に係る契約を締結し、貸

付契約の承継を行うことができる。

ア 地方税法の規定による道府県民税若しくは都民税（利子割を除く。）

又は市町村民税若しくは特別区民税が課されていないとき。

イ 不動産を所有していないとき。

２ 連帯保証人は、借受人と別世帯に属する者であつて、県内に居住す

る者とする。ただし、貸付対象世帯の状況から県内に居住する連帯保

証人が得られない場合には、社協会長が債権管理等に支障がないと判

断する場合に限り、県内に居住していない者を連帯保証人とすること

ができる。
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ア 原則として配偶者が従来借受人と同居していたこと。

イ 配偶者が居住用不動産を単独で相続し、及び当該居住用不動産に

係る所有権移転登記をしていること。

ウ 原則として配偶者が居住用不動産に引き続いて居住する予定であ

ること。

エ 借受人に係る貸付元利金が、�の規定に基づく本件土地の再評価

による評価額により算定した貸付限度額に達していないこと。

� 社協会長は、貸付契約の承継の申出があつたときは、本件土地の再

評価を行うものとする。

� 貸付契約の承継に当たつては、配偶者は、１１の規定の例により、償

還の担保措置を講じるものとする。

１５ 費用負担

本件土地の評価（再評価を含む。）、担保物件の登記、居住用不動産の

処分その他の契約費用は、借受人が負担するものとする。

別表第４（第２条関係）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、次のいずれにも該当するものとす

る。

� 資金の貸付けを受けようとする者（以下この表において「借入申込

者」という。）が単独でおおむね５００万円以上の資産価値の居住用不動

産（借入申込者の配偶者と連帯して資金の貸付けを受けようとする場

合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。以下この表にお

いて同じ。）を所有していること。

� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 貸付元利金の償還期限

６に規定する据置期間

の終了時とする。

６ 貸付金の据置期間

資金の貸付けに係る契約（以下この表において「貸付契約」という。）

の終了後３月以内とする。

７ 貸付利子

� 省略

� 省略

８ 貸付けの特例

知事が特に必要と認める場合において貸付限度額、償還期限、据置期

間及び貸付利率につき特別の定めをしたときは、これによつて貸付けを

行うものとする。

９ 延滞利子

� 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」という。）

が定められた償還期限までに貸付元利金を支払わなかつたときは、当

該償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した元金

につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。た

だし、当該償還期限までに支払わなかつたことにつき、災害その他や

むを得ない事由があると認められるとき、及び償還のためにする居住

用不動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りでない。

� �の規定により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用

に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しな

いことができる。

別表第４（第２条関係）

要保護世帯向け長期生活支援資金 の貸付基準

� 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、次のいずれにも該当するものとす

る。

ア 資金の貸付けを受けようとする者（以下この表において「借入申込

者」という。）が単独でおおむね５００万円以上の資産価値の居住用不動

産（借入申込者の配偶者と連帯して資金の貸付けを受けようとする場

合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む

。）を所有していること。

イ 省略

ウ 省略

エ 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 貸付元利金の償還期限

資金の貸付けに係る契約（以下この表において「貸付契約」という。）

の終了時とする。

� 貸付利子

１ 省略

２ 省略

� 延滞利子

１ 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」という。）

が定められた償還期限までに償還金 を支払わなかつたときは、当

該償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した元金

につき年１０．７５パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。た

だし、当該償還期限までに支払わない ことにつき、災害その他や

むを得ない事情があると認められるとき、及び償還のためにする本件

不動産 の換価に日時を要すると認められるときは、この限りでない。

２ １ により計算した延滞利子がこれを徴収するのに要する費用

に満たないと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しな

いことができる。
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１０ 償還の担保措置

� 省略

� 省略

１１ 省略

１２ 不動産の再評価

� 省略

� �の規定にかかわらず、社協会長は、滅失、損壊その他の事由によ

つて本件不動産の価値が著しく減少したおそれがあると認めるときは、

本件不動産の再評価を行うものとする。

� 社協会長は、�又は�の規定により本件不動産の再評価を行つた場

合において、必要があると認めるときは、借受人に対し貸付限度額の

変更を求めるとともに、保護の実施機関に通知するものとする。

１３ 契約の終了

� 貸付契約は、次のいずれかの事由が生じた場合に終了するものとす

る。ただし、アについては、１４の規定に基づく貸付契約の承継が行わ

れた場合は、この限りでない。

ア 借受人（連帯債務を負担する借受人（以下この表において「連帯

借受人」という。）がいる場合は、借受人及び連帯借受人）が死亡

したとき。

イ・ウ 省略

� 省略

１４ 貸付契約の承継

� 借受人が死亡した場合であつて、次のいずれにも該当するときは、

借受人の配偶者は、社協会長と貸付金の承継に係る契約を締結し、貸

付契約の承継を行う ことができ

る。

ア 省略

イ 配偶者が居住用不動産を単独で相続し、かつ、登記していること。

ウ 原則として配偶者が居住用不動産に引き続いて居住する予定であ

ること。

エ 借受人に係る貸付元利金が、�の規定に基づく本件不動産の再評

価により算定した貸付限度額に達していないこと。

� 省略

� 社協会長は、貸付契約の承継を決定したときは、当該承継申出者及

び 保護の実施機関に通知す

るものとする。

１５ 貸付金の償還猶予

� 借受人又は借受人の属する世帯が災害その他やむを得ない事由のた

め、定められた償還期限までに貸付元利金を支払うことが著しく困難

になつたと認められるときは、借受人の申請に基づき借受人に対し貸

付元利金の支払を猶予することができる。

� 借受人が死亡した場合であつて、その配偶者から承継の申出があつ

たときは、貸付契約の承継を決定するまでの間、当該配偶者の申請に

基づき貸付元利金の支払を猶予することができる。

� 貸付元利金の支払を猶予した場合であつても、借受人が破産手続開

始等の申立てを受け、又は破産手続開始等の申立てをしたときその他

必要があると認めるときは、支払の猶予を取り消すことができる。

１６ 償還免除

借受人の死亡その他やむを得ない事由により貸付元利金（延滞利子を

含む。）を支払うことができなくなつたと認められるときは、貸付元利

金（延滞利子を含む。）の償還未済額の全部又は一部の支払を免除する

ことができる。

� 償還の担保措置

１ 省略

２ 省略

� 省略

� 不動産の再評価

１ 省略

２ １ にかかわらず、社協会長は、減失、損壊その他の事由によ

つて本件不動産の価値が著しく減少したおそれがあると認めるときは、

本件不動産の再評価を行うものとする。

３ 社協会長は、 本件不動産の再評価を行つた場

合において、必要があると認めるときは、借受人に対し貸付限度額の

変更を求めるとともに、保護の実施機関に通知するものとする。

� 契約の終了

１ 貸付契約は、次のいずれかの事由が生じた場合に終了する

。ただし、アについては、�の規定に基づく貸付契約の承継が行わ

れた場合は、この限りでない。

ア 借受人（連帯借受人

がいる場合は、借受人及び連帯借受人）が死亡

したとき。

イ・ウ 省略

２ 省略

� 貸付契約の承継

１ 借受人が死亡した場合であつて、次のいずれにも該当するときは、

借受人の配偶者は、借受人の死亡後３月以内に限り、保護の実施機関

に届け出た上で社協会長に対し貸付契約の承継を申し出ることができ

る。

ア 省略

イ 配偶者が本件不動産 を単独で相続し、かつ、登記していること。

ウ 原則として配偶者が本件不動産 に引き続いて居住する予定であ

ること。

エ 借受人に係る貸付元利金が、２ に基づく本件不動産の再評

価により算定した貸付限度額に達していないこと。

２ 省略

３ 社協会長は、貸付契約の承継を決定したときは、当該申出をした配

偶者と貸付契約の承継に係る契約を締結し、保護の実施機関に通知す

るものとする。

	 償還金の支払猶予

１ 借受人 が災害その他やむを得ない事情のた

め、定められた償還期限までに償還金 を支払うことが著しく困難

になつたと認められるときは、借受人の申請に基づき借受人に対し償

還金 の支払を猶予することができる。

２ 借受人が死亡した場合であつて、その配偶者から承継の申出があつ

たときは、貸付契約の承継を決定するまでの間、当該配偶者の申請に

基づき償還金 の支払を猶予することができる。

３ 償還金 の支払を猶予した場合であつても、借受人が破産手続開

始等の申立てを受け、又は破産手続開始等の申立てをしたときその他

必要があると認めるときは、支払の猶予を取り消すことができる。


 償還金の支払免除

やむを得ない理由により償還金

を支払うことができなくなつたと認められるときは、当該償還金

の償還未済額の全部又は一部の支払を免除する

ことができる。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の規定は、平成２１年１０月１日から適用する。

３ 平成２１年１０月１日前に貸付決定された更生資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金、緊急小口資金、災害援護資金、自立支援対

応資金、長期生活支援資金、離職者支援資金及び要保護世帯向け長期生活支援資金については、なお従前の例による。

�愛媛県告示第１９３号
母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第７項において準用

する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２０条第７項の規定によ

り、指定養育医療機関から次のとおりその指定を辞退する旨の申出

があった。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９４号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により、宇和

島市、八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町、

南宇和郡愛南町、北宇和郡鬼北町及び北宇和郡松野町の特定計量器

の定期検査を次のように実施する。ただし、特定計量器検定検査規

則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項各号に規定する特

定計量器の検査は、平成２２年４月１日から１２月２８日までの間におい

て実施する。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１７ 費用負担

本件不動産の評価（再評価を除く。）、担保物件の登記（変更登記を除

く。）に係る費用は保護の実施機関が負担するものとし、再評価に係る

不動産の評価、担保物権の変更登記、居住用不動産の処分その他の貸付

契約に係る費用は社会福祉協議会が負担するものとする。

� 費用負担

本件不動産の評価（再評価を除く。）、担保物件の登記（変更登記を除

く。）に係る費用は保護の実施機関が負担するものとし、再評価に係る

不動産の評価、担保物権の変更登記、本件不動産 の処分その他の貸付

契約に係る費用は社会福祉協議会が負担するものとする。

告 示

指 定
番 号 開 設 者 名 称 所 在 地 辞 退

年 月 日

６ 愛 媛 県 愛媛県立三島病
院

四国中央市中之庄町
１６８４－２

平成２２年
３月３１日

〃１５日午後１時 から
午後３時 まで 神山地区公民館

〃１６日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市
総合福祉文化センター

〃１９日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
八幡浜市役所
日土出張所

〃１９日午後１時 から
午後３時 まで

八幡浜市役所
八幡浜庁舎

〃２０日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市役所
八幡浜庁舎

５月１０日午前１０時３０分から午後３時 まで
宇和島市役所
三間支所 宇 和 島 市

〃１１日午前１０時３０分から午前１２時 まで
ＪＡえひめ南
玉津支所

〃１１日午後１時３０分から午後３時 まで
ＪＡえひめ南
奥南支所

〃１２日午前１０時３０分から午後３時 まで 吉田公民館

〃１３日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 津島町商工会

〃１３日午後１時 から
午後３時 まで 岩松公民館

〃１４日午前１０時 から
午前１１時 まで 御槇公民館

〃１４日午後１時 から
午後２時３０分まで 下灘公民館

〃１７日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立勤労青少年ホーム

〃１８日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館

〃１９日午前１１時 から
午前１２時 まで

ＪＡえひめ南
下波支所

〃１９日午後２時 から
午後３時３０分まで

宇和島市役所
宇和海支所

〃２０日午前１０時 から
午前１１時 まで

定期船待合所
（日振島ポケットパーク）

〃２０日午後１時 から
午後２時 まで

ＪＡえひめ南
宇和海第二支所

〃２０日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南
嘉島出張所

〃２１日午前１０時 から
午前１１時 まで

ＪＡえひめ南
九島支所

〃２１日午後２時 から
午後３時３０分まで

ＪＡえひめ南
来村支所

〃２４日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

〃２５日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

６月７日午前１１時 から
午後３時 まで

松野町
山村開発町民センター 松 野 町

〃 ８日午前１１時 から
午後２時３０分まで

鬼北町役場
日吉支所 鬼 北 町

〃 ９日午前１１時 から
午後３時 まで 中央公民館

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成２２年
４月７日

午前１１時 から
午後３時 まで 三崎公民館 伊 方 町 非自動はかり

（計量法施行
令第５条第１
号又は第２号
に掲げるもの
及び同政令附
則別表第２に
掲げるものを
除く。）
分銅
定量おもり
定量増おもり

〃 ８日午前１１時 から
午後３時 まで 瀬戸町民センター

〃 ９日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
伊方町役場
町見出張所

〃 ９日午後１時 から
午後３時 まで 伊方町中央公民館

〃１３日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市役所
保内庁舎 八 幡 浜 市

〃１４日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
ＪＡ西宇和
川上共選場

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで

ＪＡ西宇和
真穴共選場

〃１５日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 千丈地区公民館

愛 媛 県 報平成２２年２月２３日 第２１４３号
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�愛媛県告示第１９５号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号。以下「法」という。）第５６条第１項及び第２項の規定により平

成２１年１２月に収去した飼料の試験結果の概要は、次のとおりである。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２ 栄養成分に関する検査

〃１０日午前１１時 から
午後２時 まで 中央公民館

〃１４日午前１１時 から
午後３時 まで

愛南町役場
内海支所 愛 南 町

〃１５日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 福浦公民館

〃１５日午後１時 から
午後３時 まで 西海町民会館

〃１６日午前９時３０分から午前１１時３０分まで
愛南漁業協同組合
深浦本所

〃１６日午後１時 から
午後３時 まで

愛南町役場
一本松支所

〃１７日午前９時３０分から午後３時 まで 城辺社会福祉会館

〃１８日午前９時３０分から午後２時 まで 御荘文化センター

９月６日午前１１時 から
午後３時 まで 西予市明浜町民会館 西 予 市

〃 ７日午前１１時 から
午後３時 まで 西予市狩江公民館

〃 ８日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市
俵津支所

〃 ９日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 三瓶農村研修センター

〃 ９日午後１時３０分から午後３時 まで
西予市
三瓶北公民館

〃１０日午前１０時３０分から午後３時 まで
西予市
三瓶総合支所

〃１３日午前１１時 から
午前１２時 まで

西予市
惣川支所

〃１４日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市野村公会堂

〃１５日午前１０時３０分から午後２時３０分まで
西予市
総合センターしろかわ

〃１６日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市宇和文化会館

〃１７日午前１０時３０分から午後２時 まで 西予市宇和文化会館

１０月４日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡ愛媛たいき
大瀬支所 内 子 町

〃 ４日午後１時 から
午後３時 まで 内子町分庁舎

〃 ５日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町分庁舎

〃 ６日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町役場

〃 ７日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡえひめ中央
田渡支所

〃 ７日午後１時 から
午後２時３０分まで

ＪＡえひめ中央
参川支所

〃 ８日午前１０時 から
午後２時 まで 内子町小田林業センター

〃１２日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 櫛生連絡所 大 洲 市

〃１２日午後１時 から
午後３時 まで 白滝連絡所

〃１３日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市役所
長浜支所

〃１４日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 八多喜連絡所

〃１４日午後１時３０分から午後３時 まで 上須戒連絡所

〃１５日午前１０時 から
午前１２時 まで 菅田連絡所

〃１５日午後１時３０分から午後３時３０分まで 新谷連絡所

〃１８日午前１１時 から
午後２時 まで 河辺基幹集落センター

〃１９日午前１０時３０分から午後３時 まで
大洲市役所
肱川支所

〃２０日午前１０時 から
午後３時 まで 大洲市民会館

〃２１日午前１０時 から
午後３時 まで 大洲市総合福祉センター

製造事業場等の

名称及び所在地
収去場所 飼料の名称

製造

（輸入）

年月

試 験 結 果 の 概 要
違
反
の
内
容

粗た
ん白
質

粗脂
肪

カル
シウ
ム

りん 粗繊
維

粗灰
分

揮発
性塩
基性
窒素

水溶
性窒
素

ペプ
シン
消化
率

可消
化養
分総
量

代謝
エネ
ルギ
ー

その
他の
検査

豊橋飼料株式会社
姫路工場
兵庫県姫路市飾磨
区細江字浜万才
１２８８番地

北辰商事株式会社
愛媛県四国中央市
川之江町５４６－１

マルトほ乳期子
豚用バイオス
ター

２１

・

１１

１８．１ ５．１ ０．９５ ０．４４ ２．５ ５．２ － － － － － －

西日本飼料株式会
社
岡山県倉敷市水島
海岸通三丁目６番
地３

くるしま運送有限
会社
愛媛県今治市東鳥
生町五丁目１６番地

ファイティング
７３Ｎ

２１

・

１１

２２．９ ２．４ ０．９６ ０．５１ ４．４ ５．７ － － － － － －

日本農産工業株式
会社水島工場
岡山県倉敷市児島
塩生２７６７－３２

有限会社愛媛相互
運輸
愛媛県東温市南方
５５９番地３

ノーサン印成鶏
飼育用配合飼料
Ｓ－エイトＣ

２１

・

１１

２９．６ ４．６ ３．２８ ０．５０ ２．９ １１．１ － － － － － －

��������������
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�������
�愛媛県告示第１９６号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

区 域 区 分

三崎区域（三崎漁業協同
組合の地区）

総トン数１０トン以上１００トン未満の漁船により、
はえ縄を使用して営む漁業

�������
�愛媛県告示第１９７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２２年２月２３日

伯方港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域

� 位置

１工区

今治市伯方町木浦字西須ノ頭甲５３５番１８から同市伯方町木浦

字岩ヶ峯乙１９２番１９までの地先公有水面

� 区域

１工区

次の１点から８点までを順次直線で結んだ線並びに８点と１

点を結ぶ平成２０年の春分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．７２メートル）

の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市伯方町木浦字池ノ奥乙３１６番１、国土地理院

「木浦」三等三角点）は、北緯３４度１２分３５．４４１６秒、東経１３３度

０７分０３．６３４５秒の地点

１点は、基点から真北１３５度２３分１８秒４５０．２４メートルの地点

２点は、１点から真北２３７度２６分４３秒１５．１２メートルの地点

３点は、２点から真北２３７度２７分３７秒２０．４３メートルの地点

４点は、３点から真北３２７度５５分３４秒１．６８メートルの地点

５点は、４点から真北２３７度２６分０１秒７．０６メートルの地点

６点は、５点から真北３２７度３７分２７秒１１．７５メートルの地点

７点は、６点から真北２３８度５１分４０秒０．６２メートルの地点

８点は、７点から真北３２７度３２分２６秒２．６３メートルの地点

� 面積

１工区 ６２４．５６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２１年７月７日 愛媛県指令２１港第２３７号

４ しゅん功認可年月日

平成２２年２月２３日

�������
�愛媛県告示第１９８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（デジタルオルソ作成）

２ 作業期間 平成２２年２月２４日から

平成２２年７月３０日まで

３ 作業地域 四国中央市

�������
�愛媛県告示第１９９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

株式会社オールイ
ンワン本社工場
香川県東かがわ市
三本松２１２３番地

東宇和農業協同組
合野村物流セン
ター
愛媛県西予市野村
町阿下６号１４２－
１

ＮＥＷ 育成１６

２１

・

９

２７．１ ３．３ ０．８２ ０．４３ ６．４ ６．０ － － － － － －

ＪＡ西日本くみあ
い飼料株式会社宇
和島工場
愛媛県宇和島市坂
下津字向山３８１番
地

同左 ニューコスモブ
ロー仕上Ｕ

２１

・

１２

２９．２ ６．６ ０．７４ ０．５１ ３．６ ４．９ － － － － － －

ＪＡ西日本くみあ
い飼料株式会社宇
和島工場
愛媛県宇和島市坂
下津字向山３８１番
地

同左 マタニティ７２Ｍ
プラス

２１

・

１２

２２．７ ２．７ ０．８０ ０．６１ ５．９ ５．４ － － － － － －

注１ 飼料の名称の欄中「○規」は、法第２７条第１項又は第２９条第２項若しくは第３０条第２項の規格適合表示飼料であることを示す。

２ 試験結果の概要の欄は、個別検査項目別に分析結果を示す。

３ 違反の内容の欄は、表示成分量に対して過不足があった場合の当該過不足の量等を示す。
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国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（成果不整合地域における基準点改測）

基本測量（電子基準点付属標取付観測）

２ 作業期間 平成２１年９月１日から

平成２１年１２月２８日まで

３ 作業地域 西条市（成果不整合地域における基準点改測）

宇和島市（電子基準点付属標取付観測）

�愛媛県告示第２００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年２月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県教育委員会告示第２号
愛媛県文化財保護条例（昭和３２年愛媛県条例第１１号）第３２条第１

項の規定に基づき、次のとおり愛媛県指定無形民俗文化財に指定す

る。

平成２２年２月２３日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

指定する無形民俗文化財

�正 誤

平成２２年２月１２日付け第２１４０号愛媛県告示第１６３号（土地区画整

理組合の設立の認可）中

�������
�正 誤

平成２２年２月１６日付け第２１４１号愛媛県告示第１７１号（解除予定保

安林にする旨の通知）中

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山北条線
松山市道後北代１２６５番８から

同市道後北代１２７０番１地先まで
平成２２年２月２３日

〃 〃
松山市道後北代１２７６番１２から

同市道後北代１２７６番９まで
平成２２年２月２３日

〃 〃
松山市道後北代１２８０番５から

同市道後北代１２８０番６まで
平成２２年２月２３日

〃 〃 松山市道後北代３番１３ 平成２２年２月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷７７５番２から

同町大谷２７９番２まで
平成２２年２月２３日

教育委員会告示 正 誤

ページ 箇 所 誤 正

１００ 右欄
下から１７行目 第１４号第１項 第１４条第１項

名 称 所 在 地 保 護 団 体

藤縄神楽 大洲市柳沢 藤縄神楽保存会
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愛 媛 県 報 第２１４３号平成２２年２月２３日

１３４



ページ 箇 所 誤 正

１０７ 左欄
上から１４行目

東温市山之内字竹内乙
３８９の１・乙３９０の１・
乙３９１から乙４０１

東温市山之内字竹谷乙
３８９の１・乙３９０の１・
乙３９１から乙４０１まで

平成２２年２月２３日 発行

愛 媛 県 報平成２２年２月２３日 第２１４３号

１３５


